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提言にあたって

京田辺市男女共同参画推進懇話会（以下「懇話会」という。）では、昨

年７月に京田辺市長から条例制定に向けた提言の依頼を受け、これまで６

回にわたって検討を重ねてきました。その間、市民のみなさんに男女共同

参画推進条例に対して関心を持っていただく機会とするために男女共同参

画シンポジウムを開催するとともにパブリックコメントを実施し、広く市

民のみなさんから意見募集を行いました。これを受けて、懇話会では市民

の意見を反映させた提言とするため慎重に議論し、本日、ここに京田辺市

男女共同参画推進条例制定に向けての提言をとりまとめました。

懇話会としましては、京田辺市がこの提言を踏まえ、趣旨を十分に生か

した条例を制定され、条例の下、市、市民、事業者、市民団体及び教育に

携わる方が互いに連携し、男女共同参画社会の形成に向けた取組をより一

層推進されることを期待します。

平成 22 年(2010 年)3 月 19 日

京田辺市男女共同参画推進懇話会

会長 浜 岡 政 好
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京田辺市男女共同参画推進条例骨子

前文

私たちのまち京田辺は、緑豊かな美しい自然を守り、育みながら、大都市へ

の高い利便性を兼ね備えたまちとして発展を続けている。

ここに住む私たちの願いは、市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、いのち

と健康を大切にするとともに、ゆとりとうるおいのある恵まれた環境の下で、

男女が家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において対等な立

場で、責任を担いながら、希望と生きがいに満ち、満足感のある生活を営むこ

とができるまちを創り、次代に継承していくことである。

こうした思いの中で、私たちはこれまで男女共同参画社会基本法の下、京田

辺市男女共同参画計画を策定し、様々な取組を進めてきた。

しかしながら、今日においてもなお、性別による固定的な役割分担意識やそ

れに基づく社会慣行が依然として存在しているばかりでなく、仕事と生活とが

調和した社会生活を営むことが難しい環境にもあり、男女共同参画社会を実感

するに至っていない。

そこで、市はもとより、市民や事業者、市民団体、教育に携わる者が互いに

連携し、世代を越えて価値観を共有しながら、男女共同参画社会の形成に向け

た取組をより一層総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

第１ 総則

１ 目的

男女共同参画の推進に関し、京田辺市における基本理念を定め、市、市民、

事業者、市民団体及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共

同参画の推進に関する施策（以下「男女共同参画施策」という。）の基本とな

る事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進すること

を目的とする。

２ 定義
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次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によっ

て社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべきことをいう。

（２）積極的改善措置 前号に規定する機会について、男女間の格差を改善す

るため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積

極的に提供することをいう。

（３）市民 市内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。

（４）事業者 市内において事業活動を行っている個人及び法人その他の団体

をいう。

（５）市民団体 市内において自発的な社会活動を行う非営利の団体をいう。

（６）教育に携わる者 市内において学校教育、社会教育、家庭教育その他の

教育に携わる者をいう。

（７）セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害

すること及び性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を

与えることをいう。

３ 基本理念

男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進しなければならない。

（１）男女の個人としての尊厳が重んじられること、性別による差別的取扱い

を受けないこと、個人としての能力を発揮する機会が確保されることその

他の男女の人権が尊重されること。

（２）社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に及ぼす影

響をできる限り中立的なものとするよう配慮すること。

（３）男女が、対等な構成員として、家庭、地域、学校、職場その他の社会の

あらゆる分野における方針の立案及び意思決定に共同して参画する機会が

確保されること。

（４）男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他

の家庭生活における活動と仕事、地域活動その他の社会生活における活動
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を両立して行うことができるようにすること。

（５）男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産その他の生涯にわた

る性と生殖に関する健康と権利が尊重されること。

（６）国際的協調の下で行われること。

４ 市の責務

（１）市は、前項に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

男女共同参画施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、効果的に実施しなければならない。

（２）市は、市民、事業者、市民団体、教育に携わる者、国及び他の地方公共

団体と連携し、協力して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。

５ 市民の責務

（１）市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画についての理解を深め、家

庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、主体的かつ

積極的に男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

（２）市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければな

らない。

６ 事業者の責務

（１）事業者は、その事業活動において、基本理念にのっとり、男女共同参画

の推進に努めるとともに、職場における活動と家庭、地域等における活動

とを両立できる職場環境を整備するよう努めなければならない。

（２）事業者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなければ

ならない。

７ 市民団体の責務

（１）市民団体は、その活動において、基本理念にのっとり、男女共同参画の

推進に努めなければならない。

（２）市民団体は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。

８ 教育に携わる者の責務

（１）教育に携わる者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し、
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基本理念にのっとり、教育を行うよう努めなければならない。

（２）教育に携わる者は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努め

なければならない。

第２ 基本的施策

９ 男女共同参画計画

（１）市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための京田辺

市男女共同参画計画（以下「計画」という。）を策定するものとする。

（２）市長は、計画を策定するに当たっては、あらかじめ京田辺市男女共同参

画審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴くとともに、市民、事業

者、市民団体及び教育に携わる者の意見を反映させるものとする。

（３）市長は、計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

（４）前２号の規定は、計画を変更する場合について準用する。

１０ 施策の策定等に当たっての配慮

（１）市は、あらゆる施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画社会の

形成に配慮するものとする。

（２）市は、施策の立案、決定その他の機会において男女間に参画する機会の

格差が生じている場合は、積極的改善措置を講ずるものとする。

（３）市は、学校教育、社会教育、家庭教育その他の教育において、男女共同

参画が推進されるよう支援するものとする。

１１ 啓発活動等

市は、市民、事業者、市民団体及び教育に携わる者が、男女共同参画につい

ての理解を深めるため、啓発活動、情報の提供その他の必要な措置を講ずるも

のとする。

１２ 調査研究

市は、男女共同参画施策を効果的に実施するため、調査研究を行うものとす

る。

１３ 施策の実施状況の公表

市は、毎年度、男女共同参画施策の実施状況について取りまとめ、これを公

表するものとする。
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１４ 推進体制

（１）市は、男女共同参画施策を推進するために、必要な体制及び施設を整備

するものとする。

（２）市は、事業者及び市民団体に、それぞれの活動における男女共同参画を

推進するため、啓発その他の活動を行う男女共同参画推進員（以下「推進

員」という。）の設置を要請するものとする。

（３）事業者及び市民団体は、前号に規定する推進員を設置したときは、市に

報告するものとする。

（４）市は、前号に規定する報告があったときは、当該推進員に対し、情報の

提供その他の必要な支援を行うものとする。

１５ 苦情、相談等への対応

（１）市は、市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を

及ぼすと認められる施策について苦情及び意見があったときは、適切に対

応するものとする。

（２）市は、前号に規定する苦情及び意見の対応に当たって、特に必要がある

と認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

（３）市は、次項に規定する性別による権利侵害その他の男女共同参画を阻害

する行為に係る相談について、関係機関と協力して適切に対応するため、

相談体制の充実その他の必要な措置を講じるものとする。

第３ 男女共同参画の推進を阻害する行為の制限

１６ 性別による権利侵害の禁止

（１）何人も、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、

性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメントその他の行為によ

り男女の人権を侵害してはならない。

（２）何人も、配偶者その他の親密な関係にある者（過去において親密な関係

にあった者を含む。）に対し、身体的、精神的又は経済的な苦痛を与える

ような暴力的行為を行ってはならない。

１７ 情報に関する留意

何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担、男女
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間における暴力的行為等を助長する表現を行わないよう努めなければならな

い。

第４ 京田辺市男女共同参画審議会

１８ 京田辺市男女共同参画審議会

（１）第９項第２号及び第１５項第２号に規定する事項のほか、市長の諮問に

応じ男女共同参画の推進に関する重要事項の調査審議を行うため、審議会

を置く。

（２）審議会は、前号に規定する調査審議のほか、男女共同参画の推進に関す

る事項について、市長に意見を述べることができる。

（３）審議会は、男女共同参画についての知識及び経験を有する者のうちから

市長が委嘱する委員１５人以内をもって組織する。

（４）男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の４未満であっ

てはならない。

（５）委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。

（６）委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。

（７）前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項

は、市長が別に定める。

第５ 雑則

１９ 委任

この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。
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第５回懇話会（H22.1.13）
・パブリックコメントの実施結果報告
・提言書への意見反映等について協議
・条例骨子提言（素案）の審議

意見の概要、意見に対する考え方などを整理（事務局）

市民意見募集
・市ホームページへの掲載、市庁舎・主要施設への備え付
け、シンポジウム(10.18)での配付などにより公表

・市民等からの意見募集（H21.10.13～11.13）

市長への提言

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
き

第６回懇話会（H22.3.19）
・条例骨子提言（案）の審議

パブリックコメント結果公表

第１回懇話会（H21.7.9）
・京田辺市男女共同参画推進条例の制定に係る提言依頼
・（仮称）京田辺市男女共同参画推進条例に向けた取組・スケジュー
ルについて協議

・条例に盛り込むべき項目について協議

第２回懇話会（H21.7.23）
・（仮称）京田辺市男女共同参画推進条例に盛り込むべき項目につ
いて協議

・京田辺市の前文・文案の協議

第３回懇話会（H21.8.10）
・京田辺市男女共同参画推進条例に盛り込むべき項目について協

議
・京田辺市の文案の協議

第４回懇話会（H21.8.24）
・京田辺市男女共同参画推進条例骨子（中間案）について協議
・パブリックコメントの実施方法の確認

京田辺市男女共同参画推進条例骨子（中間案）の作成（事務局）

懇話会委員了承

京田辺市男女共同参画推進条例制定に向けての提言審議経過等について
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京田辺市男女共同参画推進条例骨子（中間案）

に係る市民意見募集結果について

１ パブリックコメント実施期間

平成２１年１０月１３日～１１月１３日

２ 条例骨子中間案の報告書及び意見募集用紙の配架状況等

１）市ホームページへの掲載

２）市庁舎・主要施設への備え付け

施設名 報告書 意見募集用紙

市役所庁舎 ○ ○

女性交流支援ルーム ○ ○

中央公民館 ○ ○

中央図書館 ○ ○

北部住民センター ○ ○

中部住民センター ○ ○

三山木福祉会館 ○

老人福祉センター常磐苑 ○

老人福祉センター宝生苑 ○

リサイクルプラザ ○

田辺中央体育館 ○

田辺公園プール ○

京田辺市立児童館（３か所） ○

南山こどもセンター ○

京田辺市立保育所（４か所） ○

京田辺市立幼稚園（８か所） ○

京田辺市立小学校（９か所） ○

京田辺市立中学校（３か所） ○

京田辺市立幼稚園 PTA（８か所） ○

京田辺市立小学校 PTA（９か所） ○

京田辺市立中学校 PTA（３か所） ○

同志社大学 ○

同志社女子大学 ○

アル・プラザ京田辺 ○

フレスト ○

京田辺市商工会 ○

近鉄新田辺駅 ○

ＪＲ京田辺駅 ○

ＪＲ松井山手駅 ○

３）シンポジウム（H21.10.18）での配付
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３ 意見提出者数等

１）提出者 ５名

意見件数 ９件

２）提出方法

郵送 １件

ファックス １件

メール ３件

３）意見内訳件数

項目 意見数（件数）

全体共通 ２

前文 ２

２項【定義】 １

１０項【施策の策定等に当たっての配慮】 １

１４項【推進体制】 １

その他 ２
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京田辺市男女共同参画推進懇話会委員名簿
（H21.3.26～ 敬称略・順不同）

１ 学識経験者（要綱第４条第１号）

氏 名 職 名 等

会長 浜 岡 政 好 佛教大学副学長

味 沢 道 明
男の悩みホットライン相談員か

ら推薦

藤 井 重 博 市立小・中学校校長会から推薦

高 橋 圭 子 市社会教育委員から推薦

副会長 中 村 艶 子
同志社大学言語文化教育研究

センター 准教授

中 島 則 子 京都労働局雇用均等室長

２ 各種関係団体の代表者（要綱第４条第２号）

氏 名 職 名 等

瀬 崎 洋 子
NPO 法人そよかぜ子育てサポ

ート

栗 田 富喜子
京都府女性の船ステップあけぼ

の京田辺支部

岡 山 稔 人権擁護委員

３ その他市長が認める者（要綱第４条第３号）

氏 名 職 名 等

相 川 正 弘 明治乳業㈱京都工場長

矢 嶋 美千代 一般公募委員

渡 邉 明 子 一般公募委員


